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ELEMENT MATERIALS TECHNOLOGY    

規約と条件

1. 契約の成立 

1.1 これらの契約条件（「契約条件」）は、弊社（または以下に定義）

に代わってサービスを提供する業者に見積書、提案書、料金見積書
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その他の責任を負ったりすることはできません。責任の仮定は、サ

ブ条件 2.1 に従って顧客に与えられます。 

4.5 サービスの実施の一環として配信、解析されたレントゲン写真およ

びフィルムに関して、顧客は、レントゲン写真およびフィルムの発

行日から 14 日以内にレントゲン写真の品質、結果の解釈に関する異

議がある場合は、顧客、第三者を通して弊社に通知するものとしま

す。顧客がこの 14 日以内に弊社に通知しなかった場合、顧客は、弊

社が提供した X 線撮影レポートとフィルム、およびこれらの解釈を受

け入れたとみなされます。 

4.6 顧客は、供給時およびその後、サービスを遂行のために弊社に提供

されるすべての文書および情報の完全性および正確性を弊社に表明

および保証するものとします。 

4.7 
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   8.7.3 弊社が発行したレポート、弊社に属する知的財産権（商標を含

む）の誤用、不正使用の結果として生じた請求は、本契約に基づきます。こ

れらの利用規約の他の条項にかかわらず、この補償に基づく責任は無制限で

顧客側にあります。 

8.8 本利用規約の以下に対する弊社の責任を制限、除外対象とはなりませ

ん。   

   8.8.1 過失による死亡、人身傷害。 

   8.8.2   弊社による詐欺、詐欺的な不実表示の結果の顧客が被る被害。 

   8.8.3 法律によって制限、除外されない可能性のある事柄。 

9.知的財産権 

9.1 この条件 9 では、次の定義が適用されます。 

知的財産権：すべての特許、発明に対する権利、実用新案、著作権および関

連する権利、商標、サービスマーク、貿易、ビジネスおよびドメイン名、ト

レードドレス、起立の権利、のれんの権利、転嫁の訴え、不公平な競争権、

設計権、コンピューターソフトウェア権、データベース権、地形権、人格

権、機密情報の権利（ノウハウや企業秘密を含む）およびその他の知的財産

権（現在、今後作成）、いずれの場合も、登録されているか未登録である

か、およびそのような権利のすべての申請、更新、延長、世界規模でのすべ

ての類似、同等の権利、保護形態を含みます。 

9.2 サービス中に作成されたすべての知的財産権（記録の著作権、科学的ド

キュメンタリー、一次データ、電子的なデータ処理手段を含む）は、契約の

一部として明示的に同意しない限り、弊社の所有物であり、所有権を保持し

ます。 

9.3 レポートの所有権と著作権は弊社に帰属します。顧客は、対価の支払い
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13.1 顧客がサブ条件 13.2 に記載された対象となる場合、弊社は顧客に書面で

通知することにより、直ちに契約を終了することができます。 

13.2 サブ条件 13.1 の目的で、関連するイベントは次のとおりです。 

  13.2.1 顧客が弊社の書面による通知に従って、契約の条項、弊社と修

復不可能なその他の契約の条件の違反を犯した場合、修復できる場合、顧客

によって改善されていない場合当該通知で指定された期間内に修復を要求す

る。 

  13.2.2 指定された時間内に顧客が対価の支払いに失敗した場合。 

  13.2.3 顧客は、債権者との任意の取り決めを行うか、管理命令の対象

になるか、（個人、企業である）破産するか、（弊社である）清算を行う

（合併または再建の目的以外の場合）、債務の支払いを停止、一時停止する

か、1986 年破産法第 123 条の意味の範囲内で期限が到来するため、債務を支

払うことができない。 

13.2.4 顧客の財産、資産のいずれかに対して、責任者が所有権を取得する

か、受領者、管理者が任命されます。 

  13.2.5 顧客が事業を中止する、中止すると脅迫する。 

  13.2.6 弊社は、上記の副条件 13.2.1 から 13.2.5 で言及された内容のい

ずれかが顧客に関連して発生しようとしていることを認識し、それに応じて

顧客に通知します。そして 

  13.2.7 弊社は、サービスの提供、顧客との取引が制裁規則に違反する

ことを認識した場合、顧客は制裁規則、その他の関連法令の遵守に関連して

弊社が行ったデューデリジェンスの要求を満たすことができません。顧客が

制裁規則に違反している、弊社に違反させるような行為を行った場合。 

13.3 何らかの理由で契約が終了した場合、顧客は、該当する利子を持つ弊

社に対するすべての債務を直ちに弊社に支払うものとします。 

13.4 契約の終了は、発生しても、終了時に生じた当事者の権利、救済、義

務、および負債には影響を与えません。 

13.5 明示的、暗示的に契約の終了後も存続する条件は、引き続き

完全に有効です。 

14. 不可抗力 

当事者は、天災、洪水、干ばつ、地震、その他の自然災害、パンデ

ミック、伝染病、戦争、武力紛争、制裁、禁輸、国交断絶、暴動、

事故、テロ、爆発、ストライキ、労働争議、法律、または政府・公
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に違反することにつながる行為を行わない、-汚職の法律以下を行うものとし

ます。 

24.1.1 弊社から顧客に通知され、随時更新される弊社の汚職防止ポリシーを

順守する（「関連ポリシー」）。 

24.1.2 契約の履行に関連して顧客が受け取ったあらゆる種類の不当な金銭

的、その他の利潤の要求を弊社に速やかに報告する。 

24.1.3 外国公務員が顧客の役員、従業員になった場合、顧客に対する直接、

間接の利益を取得した場合（顧客が直接、間接として外国公務員がいないこ

とを保証する場合、本契約の日付の所有者、役員、従業員）; 

25.通知 

一方の当事者が他方の当事者に送達するすべての通知は書面で行わなければ

ならず、個人で配達される場合はサービス時に正式に配達、送達されたとみ

なされ、各クラスのファーストクラスまたは航空便プリペイド郵便によって

投稿された場合は投稿後 48 時間とみなされます。登録された住所、該当し

ない場合、相手の最後住所とします。 

26.権利放棄なし 

弊社による権利、権限、救済の行使の失敗、遅延は、その権利の放棄として

機能することはなく、部分的行使は何らかの権利、権限、救済のさらなる行

使を妨げるものではありません。当事者がこれらの条件における権利、救済

措置の履行を怠ったとしてもそれがその権利、救済措置の権利を放棄したこ

とにはなりません。  

27.準拠法 

27.1 契約、その主題、構成（契約外の紛争、請求を含む）に起因、関連する

紛争は、日本法に準拠し、解釈されるものとします。 

27.2 各当事者は、東京地方裁判所が第一審の専属管轄権を有し、契約の主

題、形成（非契約的紛争、請求を含む）に起因する紛争の請求を解決するこ


